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町田市立学校設置条例（案）について 

 

 

上記の議案を提出する。 
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（提案理由説明） 

本件は、南第一小学校の仮校舎への移転に伴い、関係する規定

を整備するため、改正するものです。 

なお、この条例は、令和８年（２０２６年）第１回町田市議会

定例会へ上程するものです。 



別紙のとおり、町田市立学校設置条例の一部改正したい。 

なお、改正の概要は、次のとおりです。 

１ 改正理由 

  南第一小学校の校舎位置を変更するため、改正するものです。 

２ 改正内容 

  改正の内容は、次のとおりです。 

（１）南第一小学校の校舎位置を変更します。（別表第１関係）

３ 施行期日 

  令和９年４月１日から施行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



町田市立学校設置条例の一部を改正する条例 

町田市立学校設置条例（昭和４７年３月町田市条例第１１号）の一部を次のように

改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 別表第１（第２条関係） 

小学校 小学校 

名称 位置 

略 略 

同   南第一

小学校 

同  金森三丁目２７番

２号 

略 略 
 

名称 位置 

略 略 

同   南第一

小学校 

同  南町田一丁目１０

番１号 

略 略 
 

附 則 

この条例は、令和９年４月１日から施行する。 
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